
令和６年度 介護報酬改定・世田谷区介護保険事業計画等
説明会

介護予防・日常生活支援総合事業
• 指定相当訪問型サービス〈訪問介護サービス〉（Ａ２）
• 指定生活援助サービス（Ａ３）
• 指定相当通所型サービス〈通所介護サービス〉（Ａ６）
• 指定運動器機能向上サービス（Ａ７）
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令和６年３月

世田谷区



１．法令上の位置付けについて

人員・設備・運営に関する基準（全部改正）

・旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護の基準（旧基準）が廃止された平
成２７年度以降に居宅サービス等に上乗せされた基準について厚生労働大臣が
定るめ基準を別に定められてきたところ、居宅サービス等の基準が緩和された際
の対応の観点等から、旧基準と厚生労働大臣が定める基準とを一元化し、居宅
サービス等における令和６年度の基準改正との整合性を確保する趣旨から、全部
改正となった。
・全部改正された厚生労働大臣が定める基準に則り、介護予防・日常生活支援総合
事業のサービス種別をあらためて次のとおり規定するものとする。
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サービス
コード 令和５年度まで 令和６年度より

Ａ２ 総合事業訪問介護サービス 指定相当訪問型サービス

Ａ３ 総合事業生活援助サービス 指定生活援助サービス

Ａ６ 総合事業通所介護サービス 指定相当通所型サービス

Ａ７ 総合事業運動器機能向上サービス 指定運動器機能向上サービス



２．人員・設備・運営に関する基準について

管理者の責務及び兼務範囲の明確化 ※全サービス共通

提供するサービスの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、
管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象
を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命
令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範
囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内におけ
る他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
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２．人員・設備・運営に関する基準について

身体的拘束等の適正化の推進 ※全サービス共通

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、運営基準に以下の内容を
規定する。

• 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

• 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこ
と。
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２．人員・設備・運営に関する基準について

「書面掲示」規制の見直し ※全サービス共通

事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所
内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又
は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規
定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧
が完結するよう、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホー
ムページ等又は介護サービス情報公表システム上）に掲載・公表しなけれ
ばならないこととする。

令和７年度より義務化されるため、令和６年度中に準備が必要。
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３．総合事業第一号事業支給費について

（１）指定相当訪問型サービス(Ａ２)・指定生活援助サービス(Ａ３)

基本となるサービスの単位

算定項目 単位数

指
定
相
当
訪
問
型

サ
ー
ビ
ス
費

(

1
月
に
つ
き)

１週に１回程度の場合 1,176単位

１週に２回程度の場合 2,349単位

1週に2回を超える程度の場合 3,727単位

指定生活援助サービス費（1回につき）※ 226単位

※令和５年度までの単位数からの変更はありません。
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３．総合事業第一号事業支給費について

（１）指定相当訪問型サービス(Ａ２)・指定生活援助サービス(Ａ３)

7

指定相当訪問型サービス費に係る加算・減算の種類

加算・減算の種類 区への届出

高齢者虐待防止措置未実施減算 ※スライド９参照。 〇

業務継続計画未策定減算 ※スライド１０参照。 〇

同一建物減算 ※スライド１１参照。 〇

初回加算 ―

生活機能向上連携加算 ―

口腔連携強化加算 ※スライド１２参照。 〇

介護職員処遇改善加算

※令和６年５月まで

〇

介護職員等特定処遇改善加算 〇

介護職員等ベースアップ等支援加算 〇

介護職員等処遇改善加算 ※令和６年６月から 〇



３．総合事業第一号事業支給費について

（１）指定相当訪問型サービス(Ａ２)・指定生活援助サービス(Ａ３)
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指定生活援助サービス費に係る加算・減算の種類

加算・減算の種類 区への届出

初回加算 ―

介護職員処遇改善加算

※令和６年５月まで

〇

介護職員等特定処遇改善加算 〇

介護職員等ベースアップ等支援加算 〇

介護職員等処遇改善加算 ※令和６年６月から 〇



３．総合事業第一号事業支給費について

（１）指定相当訪問型サービス(Ａ２)・指定生活援助サービス(Ａ３)
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高齢者虐待防止措置未実施減算〈新設〉 ※指定相当訪問型サービス(Ａ２)のみ

利用者の人権の擁護、虐待防止等をより推進する観点から、以下の措置
が講じられていない場合、所定単位数の100分の１に相当する単位数を
減算する。

• 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活
用可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周
知徹底を図ること。

• 虐待の防止のための指針を整備すること。
• 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
• 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。



３．総合事業第一号事業支給費について

（１）指定相当訪問型サービス(Ａ２)・指定生活援助サービス(Ａ３)
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業務継続計画未策定減算〈新設〉 ※指定相当訪問型サービス（Ａ２）のみ

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的
に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底
を求める観点から、以下の基準に適合していない場合、所定単位数の
100分の１に相当する単位数を減算する。

１.感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続
的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画
（業務継続計画）を策定すること

２.業務継続計画に従い、必要な措置を講じること

※令和７年３月３１日までの間、減算を適用しない。



同一建物減算 ※指定相当訪問型サービス（Ａ２）のみ

同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一

建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな
区分を設け、更に見直しを行う。

改
定
前

所定単位数の100
分の90に相当する
単位数を算定

①事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者の場合

②同一の建物に居住する利用者の数が1月あたり20人以上の場合

改
定
後

所定単位数の100
分の90に相当する
単位数を算定

①事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者の場合
※③に該当する場合を除く。

②同一の建物に居住する利用者の数が1月あたり20人以上の場合

所定単位数の100
分の85に相当する
単位数を算定

③事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者が１月当たり50人以上の場合

所定単位数の100
分の88に相当する
単位数を算定

④正当な理由なく、事業所において算定月の前6月間に提供した訪問型サービス
の提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者に提供された
ものの割合が100分の90以上である場合 ※③を除く。

３．総合事業第一号事業支給費について

（１）指定相当訪問型サービス(Ａ２)・指定生活援助サービス(Ａ３)
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３．総合事業第一号事業支給費について

（１）指定相当訪問型サービス(Ａ２)・指定生活援助サービス(Ａ３)

12

口腔連携強化加算〈新設〉 ※指定相当訪問型サービス（Ａ２）のみ

従業者による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観
点から、以下の算定要件に適合しているものとして、事業所と歯科専門職の連携の下、従業者が口腔の健康
状態及び口腔機能の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及びあんしんすこや
かセンター又は担当の介護支援専門員に対し、評価結果の情報提供を行ったときは、１月に１回に限り、次の
単位数を加算する。

• １回につき５０単位

算
定
要
件

(1)事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状態について評価を行うに当たって、診
療報酬の歯科点数表の区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績があ
る歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる
体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

(2)次のいずれにも該当しないこと。

• 他の事業所において、栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を
算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定している。

• 利用者の口腔の健康状態の評価の結果、介護予防居宅療養管理指導が必要であると歯科医師
が判断し、初回の介護予防居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定介護予防居宅
療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導費を算定し
ている。

• 他の事業所において、口腔連携強化加算を算定している。



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)

基本となるサービスの単位

算定項目 改定前 改定後

指
定
相
当
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
費

(

1
月
に
つ
き)

事業対象者・要支援１ 1,672単位 1,798単位

要支援２（週１回程度） 1,672単位 1,798単位

事業対象者・要支援２（週２回程
度）

3,428単位 3,621単位

指定運動器機能向上サービス費（1回につ
き）※

331単位 356単位

※指定運動器機能向上サービス費は、国が示した指定相当通所介護
サービス費の変動率に則って、単位を設定しています。
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３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)

14

指定相当通所型サービス費に係る加算・減算の種類

加算・減算の種類 区への届出

定員超過減算 ―

職員の人員基準欠如減算 〇

高齢者虐待防止措置未実施減算 ※スライド１７参照。 〇

業務継続計画未策定減算 ※スライド１８参照。 〇

同一建物減算 ―

送迎未実施減算 ※スライド１９参照。 ―

生活機能向上グループ活動加算 〇

若年性認知症利用者受入加算 〇

栄養アセスメント加算 〇

栄養改善加算 〇

次のスライドに続く



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)
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通所型サービス費に係る加算・減算の種類
加算・減算の種類 区への届出

口腔機能向上加算 〇

一体的サービス提供加算 ※スライド２０参照。 〇

サービス提供体制強化加算 〇

生活機能向上連携加算 〇

口腔・栄養スクリーニング加算 ※スライド２１・２２参照。 ―

科学的介護推進体制加算 〇

介護職員処遇改善加算

※令和６年５月まで

〇

介護職員等特定処遇改善加算 〇

介護職員等ベースアップ等支援加算 〇

介護職員等処遇改善加算 ※令和６年６月から 〇

※運動器機能向上加算、事業所評価加算は廃止となります。なお、選択的サービ
ス複数実施加算は、一体的サービス提供加算に改定されます。



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)
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指定運動器機能向上サービス費に係る加算・減算の種類
加算・減算の種類 区への届出

定員超過減算 ―

職員の人員基準欠如減算 〇

科学的介護推進体制加算 〇

介護職員処遇改善加算

※令和６年５月まで

〇

介護職員等特定処遇改善加算 〇

介護職員等ベースアップ等支援加算 〇

介護職員等処遇改善加算 ※令和６年６月から 〇

※運動器機能向上加算、事業所評価加算は廃止となります。



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)
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高齢者虐待防止措置未実施減算〈新設〉 ※指定相当通所型サービス(Ａ６)のみ

利用者の人権の擁護、虐待防止等をより推進する観点から、以下の措置
が講じれらていない場合、所定単位数の100分の１に相当する単位数を
減算する。

• 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活
用可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周
知徹底を図ること。

• 虐待の防止のための指針を整備すること。
• 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
• 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)

18

業務継続計画未策定減算〈新設〉 ※指定相当通所型サービス(Ａ６)のみ

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的
に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底
を求める観点から、以下の基準に適合していない場合、所定単位数の
100分の１に相当する単位数を減算する。

１.感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続
的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画
（業務継続計画）を策定すること

２.業務継続計画に従い、以下に掲げる必要な措置を講じること

※令和７年３月３１日までの間、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」
及び「非常災害に関する具体的な計画」を策定している場合には、減算を適用し
ない。



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)

19

送迎未実施減算〈新設〉 ※指定相当通所型サービス(Ａ６)のみ

利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、送
迎を行わない場合、片道につき ４７単位の減算する。
ただし、スライド１３の算定項目ごとの減算額の上限を次のとおりとする。

〈算定項目ごとの送迎未実施減算上限額〉
• 事業対象者・要支援１ ⇒１月につき３７６単位
• 要支援２（週１回程度） ⇒１月につき３７６単位
• 事業対象者・要支援２（週２回程度）⇒１月につき７５２単位



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)

20

一体的サービス提供加算 ※指定相当通所型サービス(Ａ６)のみ

以下の算定要件に適合しているものとして、事業所が利用者に対し、栄養改善
サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合、１月につき４８０単
位を加算する。
※栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、算定しない。

算
定
要
件

• 栄養改善加算及び口腔機能向上加算の算定基準に適合するものとして
区へ届出を行い、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施し
ていること。

• 利用者が指定相当通所型サービスの提供を受けた日において、栄養改
善サービス又は口腔機能向上サービスのいずれかのサービスを行う日を
１月につき２回以上設けていること。



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)

21

口腔・栄養スクリーニング加算 ※指定相当通所型サービス(Ａ６)のみ

以下の算定要件に適合している事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスク
リーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる所定単位数を
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、
当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

（１） 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位
（２） 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位

算
定
要
件

(Ⅰ)

イ 次のいずれにも適合すること。
（１）利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の
健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その
改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
（２）利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に
関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を
当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

（３）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
（４）算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
㈠栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは一体的サービス提供加算
の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属
する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善
サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。
㈡当該利用者が口腔機能向上加算若しくは一体的サービス提供加算の算定に係る口腔機能向上サービス
を受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のスク
リーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが
開始された日の属する月を除く。）であること。

（５）口腔連携強化加算を算定していないこと。

次のスライドに続く



３．総合事業第一号事業支給費について

（２）指定相当通所型サービス(Ａ６)・指定運動器機能向上サービス(Ａ7)
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口腔・栄養スクリーニング加算 ※指定相当通所型サービス(Ａ６)のみ

算
定
要
件

(Ⅱ)

ロ 次の（１）（２）のいずれかに適合すること。

（１）次のいずれにも適合すること。
㈠イ（１）及び（３）に適合すること。 ※スライド２１参照。
㈡算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは一
体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サー
ビスが終了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要である
と判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。
㈢算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは一体的サービス提供加算の算定に係る
口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではな
いこと。

（２）次のいずれにも適合すること。
㈠イ（２）及び（３）に適合すること。 ※スライド２１参照。
㈡算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算若しく
は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービス
が終了した日の属する月ではないこと。
㈢算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは一体的サービス提供加算の算定に係る
口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の
健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向
上サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。
㈣口腔連携強化加算を算定していないこと。



３．総合事業第一号事業支給費について

（３）指定生活援助サービス（Ａ３）、指定運動器機能向上サービス（Ａ７）の
介護職員等処遇改善加算の単位数について
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅴ
⑴

Ⅴ
⑵

Ⅴ
⑶

Ⅴ
⑷

Ⅴ
⑸

Ⅴ
⑹

Ⅴ
⑺

Ⅴ
⑻

Ⅴ
⑼

Ⅴ
⑽

Ⅴ
⑾

Ⅴ
⑿

Ⅴ
⒀

Ⅴ
⒁

指定生活援
助サービス
※下段は初回加算
分

55 51 41 33 50 47 45 42 42 37 37 36 32 31 27 27 23 17

49 45 36 29 44 42 40 37 37 33 33 32 28 28 24 24 20 15

指定運動器
機能向上
サービス

― 32 28 23 ― ― 28 26 ― 22 ― 25 19 ― 19 15 16 12

※指定生活援助サービス及び運動器機能向上サービスでは、所定の単位数からの割合による算定ができない
ことから、加算の区分に応じた単位数を設定しています。
※指定生活援助サービスにおいては、初回加算算定時に、上段の届出区分に応じた単位数に加えて、下段の
単位数を算定可能です。
※指定運動器機能向上サービスにおいては、サービス提供体制強化加算の設定がないことから、一部の加算
区分において、単位数を設定していません。
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